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※　この情報を，掲示・回覧・チラシ配布・朝礼・口コミ等で広報していただきますようお願いいたします。

警察からのお願い 

「利用限度額」 

を引き下げましょう！！   
   万一，詐欺などの被害にあった時，被害の拡 

 大を防ぐことができます。各金融機関の窓口で， 

 引き下げの手続きをしてください。 

  広島信用金庫，広島みどり信用金庫では，詐欺などの被害拡大  

防止のため，個人又は個人事業主の方を対象に同金庫のキャッシュ  

カードを利用した現金の引き出しや振り込みなどについて，  

   １日あたりの利用限度額を１００万円から５０万円に引き下げ  

ます（利用限度額の引き上げについては，窓口での対応）。  
  ※広島信用金庫は６月１０日から，広島みどり信用金庫は６月１７日から    

  金融機関におけるキャッシュカードの利用限度額の  

引き下げは，犯罪の被害拡大防止のため，警察から  

の要請により実施されています（利用限度額は，各金  

融機関によって異なります）。  

  ご理解とご協力をお願いします。  

キャッシュカードの 


